
共済おおさか 218
令和４年8月

号

ホームページアドレス  https://www.kouritu.or.jp/osaka/ ご家庭にお持ち帰りになり、みなさまでご覧ください

編集発行 公立学校共済組合大阪支部／大阪市中央区大手前２丁目　FAX（06）6941-3672

04 １月号より共済おおさかの所属回覧にご協力ください！
05 共済組合の制度が変わります！
06 ９月に標準報酬月額の定時決定が行われます
07 定時決定Q＆A
08 資格取得時の標準報酬月額が見直されることがあります
08 令和３年度決算のあらましを支部HPに掲載しました
09 令和４年10月から短期給付掛金率が上がります
09 令和４年10月以降の標準報酬等級表について
10 令和４年10月から育児休業中の掛金免除の要件が

変わります 
11 被扶養者に係る資格の確認調査を行います
12 組合員証を持たずに、医療機関を受診したとき
12 給付金はどのように受けとるの？
13 eラーニング研修スタート！ 

～大阪メンタルヘルス総合センター～

02 こころの知恵袋
　 ―昨年度の本編に続き…番外編①―

14 ３歳未満の子を養育している皆様へ
15 毎年届く「給付算定基礎額残高通知書」ってなぁに？
16 退職予定の方に１万円分の施設利用券をプレゼント！！
16 使わなきゃ！大阪支部組合員みなさまの宿泊施設です♪
17 被扶養者へ特定健診「受診券」を必ずお渡しください！
17 アイリスプランのお知らせ
18 教育貸付の対象となる教育機関の範囲が拡大しました！
18 貸付関連スケジュール
18 公立学校共済組合京都宿泊所 

ホテルルビノ京都堀川のご案内
19 ホテルアウィーナ大阪からのお知らせ
20 花のいえからのお知らせ

も く じ

次回は１月中旬発行を予定しています

支部ホームページ
トップページへ

アクセス！ アクセス！

支部ホームページ内
“共済おおさか
　　 掲載ページ”へ



公立学校共済組合 九州中央病院 心療内科 早木 千絵
メンタルヘルスセンター 川見 綾子

中島 美里

その考え方は心地よいかどうか

皆さま、日々のお仕事お疲れ様です。様々なストレスを抱えながら、お仕事をされている方も
多いと思いますが、捉え方次第では軽減できるストレスもあります。

今回は、考え方（認知）に注目してみます。

■おさらい

同じように仕事をこなし、同じ成果を出したとしても、どう捉えるかによって気分や
疲労感は大きく違ってきます。

１．楽になる考え方がある !?

目標達成せねば型 ゼロスタート積み上げ型

100％
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徒労感

達成感
充足感

0％

100％に
届かなかった

ここまで
これた︕

出来事 考え（認知） 感情

おみくじで
大吉

いいことあるぞ︕ ワクワク

今が運のピーク… （先が）不安

２．考えは選べる !

左ページのように、
できなかった（不足）に焦点を当てるのか、
できていること（足る）に焦点を当てるのか、見方は自由なのです︕

「できる／できない」だけでなく、
「肩の力を抜いて過ごせた」「前より楽しめているな」など、色々な観点があってよいのです。

日頃から自分自身に問いかけ、
心地よい方を選択できるとストレスを溜めにくくなります。
一瞬一瞬、選択の積み重ねが未来を創ります。

同じ出来事を体験しても、どのように考えるかによって、気分や感情が変わってきます。
例えば、このようなことです

考えを選ぶ主役がご自分です

ここからは、仕事をする上で、ご自分の中にどんな考え方があるのか、
少し立ち止まって観察してみましょう。

教職員の皆さまのために作成した
「こころの知恵袋」本文はQRコードより
公立学校共済組合ホームページでご覧いただけます。

「本として手元に置いておきたい」というお声を受けて
書籍として販売中（600円＋税･送料）です。社会保険出版社
ホームページよりお買い求めいただけます。

到達ラインは同じ

目標を掲げて 邁進するのは素晴らしいことですが、

心が満たされにくいでしょう。常にプレッシャーを抱えやすくなります。

「達成できれば自分を認める」という 条件付き肯定ばかり

自分自身の変化や頑張りを認めやすく、達成感を感じやすいでしょう。

無条件に、日々一段一段階段を上がっている、経験を積み重ねている のを意識できると、

では、

今の自分にとって、

―昨年度の本編に続き…番外編①―
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お知らせ
　これまで共済おおさかは組合員おひとりずつに１部配布してまいりましたが、次号の１月号より
配布部数を下記のとおり変更いたします。所属回覧にご協力くださいますようお願いします。

１月号より共済おおさかの所属回覧にご協力ください！

大阪支部ホームページには最新号及び過去の共済おおさかを掲載しております。
「支部ホームページ」または「共済おおさか表紙右下のQRコード」よりアクセスできます♪

ホームページから QRコードから

令和５年１月号からの配布部数
『所属所内での回覧用』として

１所属所  組合員10人につき１部　＋　予備２部   を配布します。

　　　　　　  組合員数÷10 ＝ 配布部数（端数切り上げ）
　　　　　　　　例：１所属所 組合員数 30人 → ５部　　 30÷10=3　　　　　　 3+2=5
  88人 →11部　　 88÷10=8.8→9　　　  9+2=11
 122人 →15部　　122÷10=12.2→13　　13+2=15

※令和４年度発行予定：８月号・１月号・４月号

下
へ
…

クリック！

クリック！

共済おおさかは支部ホームページからもご覧いただけます！共済おおさかは支部ホームページからもご覧いただけます！

※QRコードは株式会社
　デンソーウェーブの登録商標です。

⇩
大阪支部トップページ

⇩
大阪支部について

⇩
刊行物

⇩
共済おおさか

予備

QRコードを読み取ると
支部ホームページ内

“共済おおさか掲載ページ”
にアクセスします♪

公共済大阪 検索
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共済組合の制度が変わります！ 資格 担当
☎06-6941-3164

　令和4年10月から社会保険（健康保険・厚生年金）の適用される対象が拡大されるのに合わせ、臨時的任用
職員や社会保険に加入する短時間勤務職員等については、健康保険は公立学校共済組合に、年金は日本年金機構
の一般厚生年金に加入することになります。

★任用形態別　制度の新旧比較（令和4年10月施行）

〇　再任用フルタイム

〇　任期付職員

〇　臨時的任用職員

〇　短時間勤務職員等

※下表の社会保険の適用拡大の要件を満たすことが前提です。
※具体的な手続き方法や、制度の詳細については各所属所へ通知します。

＜参考＞社会保険の適用拡大

厚労省HP内「年金制度改正法(令和２年法律第40号)が成立しました」　参照　⇒

　被扶養者が、上表の要件に該当し社会保険に加入する場合は、所得が限度額（★）を超えて
いなくても、被扶養者認定の取消の手続きが必要です。

　★ 年額130万円、月額108,334円（公的年金受給者は年額180万円、月額15万円）

ご注意ください！

現行制度 新制度（R4.10~）

主な
要件

週の所定労働時間が20時間以上 週の所定労働時間が20時間以上

賃金月額88,000円以上 賃金月額88,000円以上

継続して1年以上使用される見込み ２ヶ月を超えて使用される見込み

学生でないこと 学生でないこと

現 　 行 新 制 度
共済組合 共済組合

共済組合 共済組合

共済組合 共済組合

共済組合 共済組合

共済組合 共済組合

共済組合 一般厚生年金

協会けんぽ 共済組合

一般厚生年金 一般厚生年金

令和4年6月末時点の情報です！
変更がある場合は改めてお知らせ
します！

（育休代替・配偶者同行
休業代替を含む）

（再任用パートタイム職員、
非常勤職員等）

上段：健康保険
下段：年金

〈加入先が変更となる任用形態〉
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　給与から控除される掛金や、年金・短期給付などの額を計算する際の基準額として用いられる「標準報酬月額」
は、４月から６月までの３か月の報酬の平均により決定します。この決定のことを、毎年９月に定期的に実施す
ることから「定時決定」といいます。
　「定時決定」により決定された標準報酬月額は原則として、その年の９月から翌年の８月までの適用になりま
す（10月以降に随時改定等の改定がある場合を除きます）。
　●定時決定の対象となる方
　　毎年７月１日に組合員である方（休業、休職中の方を含みます。）
　　ただし、次の方は、その年の定時決定を行いません。
　　・６月１日から７月１日までの間に組合員の資格を取得した方
　　・７月から９月までの間に随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定が実施された方
　●算定方法
　　 ４月、５月、６月の３か月間に支給された報酬（※）の総額をその月数で除して得た額を「報酬月額」とし、

この額を標準報酬等級表にあてはめて、標準報酬月額を決定します。

９月に標準報酬月額の定時決定が行われます 経理 担当
☎06-6941-2857

【参考】　標準報酬等級表（抜粋）

（※）
・算定の対象となる「報酬」は、給料や諸手当など労働の対償として受けるすべてのものになります。
・通勤手当が複数月分まとめて支給される場合は、１か月あたりの額に換算してそれぞれの月に加算します。
・３月の勤務実績に基づく諸手当が４月に支給されている場合は４月の報酬に含めます。

280,000

１０,０００

２,０００

280,000

１０,０００

２,０００

280,000

１０,０００

２,０００

８８,０００ ６８,０００ ３,０００

基本給

扶養手当

通勤手当

時間外
勤務手当

295,000360,000380,000 ＋ ＋ ÷３＝合計

内

　訳

４月の報酬 ５月の報酬 ６月の報酬 報酬月額

標準報酬等級表に当てはめる

標準報酬月額

３４５,０００円

３４０,０００円

等　級
報酬月額 標準報酬の月額

短期給付等 退職等
年金給付

厚生年金
保険

－ － 第１級 93,000円未満 88,000円

第１級 第１級 第２級 93,000円以上 101,000円未満 98,000円

… … … … …

第19級 第19級 第20級 310,000円以上 330,000円未満 320,000円

第20級 第20級 第21級 330,000円以上 350,000円未満 340,000円

第21級 第21級 第22級 350,000円以上 370,000円未満 360,000円

定時決定の例
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定時決定Q&A 経理 担当
☎06-6941-2857

Q1 ４月または５月の途中で組合員になりましたが、定時決定はどのように算定しますか？

A1 　月の途中で組合員となったときは、組合員となった月を除いて算定します。
　4月の途中で組合員となったときの標準報酬 ＝ （５月の報酬＋６月の報酬）÷２カ月
　5月の途中で組合員となったときの標準報酬 ＝  ６月の報酬

Q2 育児休業中で、４月から６月までの報酬が支払われません。定時決定はどうなりますか？

A2 　休業や休職（育児休業、病気休職、配偶者同行休業等）により、４月から６月までの報酬がすべて支払わ
れない場合や、高齢者部分休業等により、４月から６月までの各月とも支払基礎日数が17日未満である場
合は、従前の標準報酬（その方の既に決定している標準報酬）により決定します。

Q3 病気休職中で、４月から６月までの報酬が８割支給となっています。定時決定はどうなりますか？

A3 　休職等（病気休職、研究休職等）により、４月から６月までのすべての月に減額された給料を受けた場合
は、従前の標準報酬により決定します。

Q4 定時決定の算定基礎月である４月から６月までは、例年業務量が多く、他の期間に比べて報酬の額
が多くなっています。この場合であっても、４月から６月までの報酬により標準報酬を決定するこ
とになりますか？

A4 　業務の性質上、４月から６月までが繁忙期にあたり、通常の定時決定では著しく不当となるときは、申立
てにより、前年７月から当年６月までの報酬の月平均額報酬額（年間報酬の平均）により標準報酬を決定す
ることができます。この決定を行うためには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
・ ４月から６月までの報酬を基に算定した標準報酬と、年間報酬の平均によって算定した標準報酬に、２等

級以上の差があること。
・２等級以上の差が、業務の性質上、例年発生することが見込まれること。
・ 年間報酬の平均で標準報酬を算定することについて、組合員が所属する所属所長(部署長)の申立て及び組

合員本人の同意があること。
　詳細については、例年７月に各所属へ配布している通知文「標準報酬月額の定時決定及び保険者算定につ
いて」をご覧いただき、手続きを行ってください。

「お知らせ」及び「組合員専用ページ　ログイン」HP 公立学校共済組合 大阪支部 検索
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組合員専用ページ　ログインHP 公立学校共済組合 大阪支部 検索

資格取得時の標準報酬月額が見直されることがあります

令和３年度決算のあらましを支部HPに掲載しました

経理 担当
☎06-6941-2857

経理 担当
☎06-6941-2857

　組合員の資格を新たに取得すると、「資格を取得した日現在の報酬の額」をもとに、標準報酬月額の資格取得
時決定が行われます。
　通勤・扶養・住居手当などの諸手当の額が資格取得時決定後に確定した場合や、資格取得月の手当の申請が間
に合わず、翌月等に遡って支給された場合は、資格を取得した月の報酬に当該手当を加算して、資格取得時決定
の見直しを行います。
　この場合、掛金も遡及して調整されるため、６月や７月など見直しの行われた月の掛金額が一時的に上がって
見える場合があります。調整後は、見直された標準報酬月額に基づいて掛金が控除されます。

　令和３年度決算のあらましは、大阪支部ホームページ組合員専用ページでご覧いただけます。

４月 ５月 ６月 ７月

標準報酬
月額

当初 300,000 300,000
380,000 380,000

見直し後 380,000 380,000

短期給付等 13,053 13,053 16,533 16,533

厚生年金保険 27,450 27,450 34,770 34,770

退職等年金給付 2,250 2,250 2,850 2,850

掛金合計 42,753 42,753 54,153 54,153

見直し後の
掛金額との差額

54,153
ｰ 42,753

= 11,400

54,153
ｰ 42,753
= 11,400

0 0

実際の控除額 42,753 42,753 76,953 54,153

例　4 月に資格取得時決定が行われ、6 月に見直しがなされた場合

内訳
6月分掛金54,153 + 4月分差額11,400 +5月分差額11,400

諸手当を含めて見直し

基本給のみで決定
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令和４年10月から短期給付掛金率が上がります

令和４年10月以降の標準報酬等級表について

経理 担当
☎06-6941-2857

経理 担当
☎06-6941-2857

　当共済組合の短期給付の収支は令和３年度からマイナスとなり、さらに令和４年度以降、団塊の世代が後期
高齢者に移行することや、令和４年10月からの社会保険適用拡大によって組合員数が増加することにより、
短期給付の支出は増加する見込みです。このような状況から短期給付掛金率の見直しを行い、令和４年10月
より下表のとおり引き上げとなります。

　令和４年10月からの社会保険適用拡大により標準報酬等級表が変わります。
　短期標準報酬等級は現行の98,000円が第１級から第５級となり下限は58,000円（第１級）となります。
　また、退職等年金標準報酬等級は現行の98,000円が第１級から第２級となり下限は88,000円（第１級）
になります。

　※　 　部分が変更箇所になります。

※後期高齢者医療制度の被保険者である組合員は4.05‰です。

短期掛金
(福祉事業掛金を含む)

標準報酬月額
及び

標準期末手当等

現　　行 43.51‰

令和4年10月以降 48.01‰

標準報酬 報酬月額

等　級
月　額 報酬月額下限値

（以上）
報酬月額上限値

（未満）短　期 厚　年 退　職

１ － － 58,000 0 63,000

２ － － 68,000 63,000 73,000

３ － － 78,000 73,000 83,000

４ １ １ 88,000 83,000 93,000

５ ２ ２ 98,000 93,000 101,000

６ ３ ３ 104,000 101,000 107,000

７ ４ ４ 110,000 107,000 114,000

50 － － 1,390,000 1,355,000 －
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令和４年10月から育児休業中の掛金免除の要件が
変わります

経理 担当
☎06-6941-2857

【現行】月末時点で育児休業を取得している場合、当該月の掛金が免除されます。

【変更点①】
　月例掛金について、月末時点で育児休業を取得している場合のほか、同一月内に育児休業の開始日と終了日が
あり、その月内に14日以上の期間（※）の育児休業を取得する場合も、免除の対象となります。

【変更点②】
　期末勤勉等の掛金について、月末時点で育児休業を取得している場合でも、１ヶ月を超える期間（※）の育児
休業でないと、免除の対象となりません。

★掛金免除については、産休・育休それぞれについて、共済組合への申し出が必要です。
　申出の方法は、所属により異なります。
　(例　府立学校・教育庁→ＳＳＣで申出　府立学校・教育庁以外→申出書を紙様式で提出)
　申出の詳細につきましては、令和４年４月発行の共済おおさか217号にてご確認ください。

育児休業期間（例） 月例掛金

12月分掛金
免除

12月分掛金
免除

12月分掛金
徴収

12月分掛金
徴収

期末勤勉等掛金

育児休業

月 末

月 末

育 児 休 業

12
15

１
４

12
１

12
15

育児休業期間（例） 令和４年９月までの取扱

４月分掛金
免除

４月分掛金
徴収

令和４年10月以降の取扱

４月分掛金
免除

４月分掛金
免除

育児休業（14日を超える期間※）

月 末

月 末

育 児 休 業

４
20

５
２

４
１

４
20

育児休業期間（例）
月例掛金

12月分掛金
免除

12月分掛金
免除

12月分掛金
免除

12月分掛金
免除

期末勤勉等掛金

育児休業

月 末

月 末

育児休業

12
15

１
４

11
25

１
４

（１ヶ月を超えない期間）

（１ヶ月を超える期間※）

令和４年９月までの取扱

月例掛金

12月分掛金
免除

12月分掛金
徴収

12月分掛金
免除

12月分掛金
免除

期末勤勉等掛金

令和４年10月以降の取扱

(※)期間の考え方の詳細については、省令が未公布のため未定です。
　　詳細が判明次第、各所属所長あてに改めて通知いたします。
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被扶養者に係る資格の確認調査を行います 資格 担当
☎06-6941-3164

　例年、秋頃に被扶養者を対象とした所得調査（同居要件の確認を含む。）を行っておりましたが、令和4年度
については７月下旬から８月下旬に通知を予定しておりますので、ご協力をお願いします。

①年額130万円未満（月額10万8,334円未満)
②障がいを支給事由とする公的年金等受給者又は60歳以上の公的年金等受給者は、年額180万円未満

　「所得」とは、所得税法上の所得とは異なり、年間における恒常的な収入の総額をいいます。
　「収入」とは、公的年金、個人年金（必要経費は控除しません。）、企業年金、非課税の遺族年金、障がい年金
及び傷病手当金、パート収入、アルバイト収入、事業収入、株等の譲渡収入、雇用保険、恩給、扶助料など現時
点で見込まれるすべての恒常的収入をいいます。

　組合員と同居が要件となる被扶養者（配偶者の父母等）については、住民票で同居の確認を行うため、被扶養
者の住民票が国内居住であるか確認します。（学生等の例外の対象者は確認書類を要します。）

※１ 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認に関する特例については、当
支部ホームページ「お知らせ」2022年１月24日付の掲載内容をご確認ください。

※２ 新型コロナウイルスワクチン感染症に伴う持続化給付金等の各種給付金については、恒常的な収入に含まれ
ません。

（１）被扶養者の所得の限度額

（２）所得について

（３）所得以外の認定要件について

所得の種類 ポ　イ　ン　ト

給　　与
※１

雇用された時点で年間の収入が130万円（月額108,334円）以上になることが明らか
な場合（または見込まれる場合）は、雇用された時点で認定を取り消すこととなります。
ただし、アルバイト及びパート勤務等の短期間雇用者で月々の収入が限度額108,334
円を境に変動している場合には、結果的に４ヶ月以上引き続いて月108,334円以上と
なった時、最初に限度額を超えた月から４ヶ月目の最初の初日より認定を取り消すこと
となります。

公的年金等

障がいを支給事由とする公的年金等受給者　又は　60歳以上の公的年金等受給者の方
は、年額180万円以上の収入が見込まれる場合は、認定を取り消すこととなります。
※ 公的年金等とは、共済年金・国民年金・厚生年金等で、それぞれ退職（老齢）・障がい・

遺族を給付事由とする年金・恩給・扶助料を指します。
※収入は公的年金等と公的年金等以外の収入を合計した額です。

事業、不動産及び
農業所得等

※２

事業所得等については、確定申告書及び収支内訳書を参照し共済組合が必要と認める経
費（地代家賃、光熱水費、通信費、修繕費等）を控除して得た額を収入とします。
なお、認められる経費の詳細については、事業の形態によって異なります。必要に応じ
てご相談ください。

株等の譲渡 株等を保有し続けている間に配当等が発生する場合は収入とします。ただし、一度の取
引で全て譲渡した場合は、一時的な所得とみなします。

雇用保険 基本手当日額が3,612円以上の場合、受給開始日から認定を取り消すことになります。
基本手当の支給を受けることができる日数とは関係ありません。

（注）被扶養者の範囲や所得の考え方については「教職員のための共済のしおり2020-2021」P.21 ～ P.25をご確認ください。）
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　組合員証を忘れたときや組合員証がまだ発行されていないときに医療機関を受診し、医療費の全額を窓口で支
払った場合でも、後日、当支部へ医療費（保険適用分）の７割もしくは８割を「療養費・家族療養費」として請
求することができます。

　府立学校・府教育庁所属の方は、「総務事務システム（SSC）」の「基本情報」より、「各種給付口座」を
変更することでも変更可能です（反映までに、時間がかかることがあります）。

内訳等は、振込日以降に所属所あてに送られる「給付金決定通知書」でご確認ください。

登録口座の変更方法

　①　「領収書（原本）」
　②　「診療（調剤）報酬明細書（レセプト）」
　　　※ 受診時に医療機関で領収書と共に発行される「診療明細書」や「調剤明細書」では代用できませんので、

ご注意ください。

・ 「診療（調剤）報酬明細書（レセプト）」の発行については、受診された医療機関にお尋ねください。
・ 上記添付書類①②に代えて、◇「診療報酬領収済明細書（医科）（歯科）」または◇「調剤報酬領収済明細書」の

添付でも請求できます。
・ ◇「療養費・家族療養費請求書」は、①診療月②医療機関③入院・外来④受診者ごとに必要です。

当支部からの 各種給付※ は、

組合員本人が当支部の資格を取得した際に登録した口座組合員本人が当支部の資格を取得した際に登録した口座
へ振り込まれます！（毎月 15 日頃）

組合員証を持たずに、医療機関を受診したとき

給付金はどのように受けとるの？

医療 担当
☎06-6941-2867

医療 担当
☎06-6941-2867

請求方法

手続きナビ「様式集」　　　「組合員資格等関係」HP 公立学校共済組合 大阪支部 検索

◇印は、当支部所定の様式です。当支部ホームページからダウンロードすることができます。

手続きナビ「様式集」　　　「短期給付関係」HP 公立学校共済組合 大阪支部 検索

（注1） 治療用装具を購入したときや、はり・きゅうの治療を受けたときなども「療養費・家族療養費」の対象となる
場合があります。詳しくは、「教職員のための共済のしおり」または当支部ホームページをご覧ください。

（注2） ◇印は、当支部所定の様式です。当支部ホームページからダウンロードすることができます。

※　各種給付とは、高額療養費、各種手当金、出産費、療養費　などです。
　　自動給付である高額療養費、一部負担金払戻金及び家族療養費附加金以外は、請求書類の提出が必要です。
　　（請求書類は、毎月20日で締め切り）

【注意】　 組合員証の氏名と口座名義が異なっていると、振込不能となり、給付が遅れることがありますので、変更手続きは併せて行っ
てください。

ポイント

◇「組合員証記載事項等変更申告書」を提出ください。

◇「療養費・家族療養費請求書」に次の書類を添付し、所属所を通じて当支部へご請求ください。
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ラーニング研修
スタート！
2022.7.1（（FRI））

▼サンプル動画・お申込みはホームページから▼

時代のニーズに
合わせた負担の少ない
研修実施のために

このようなニーズにお応えします
□ 多忙な業務の合間、集合型研修は負担になる
□ 職員それぞれのタイミングで研修を受講したい
□ 一回限りの研修を聞いただけでは内容が定着しない
□ 感染対策のため、集合型研修は実施しにくい

大阪メンタルヘルス総合センターでは、組合員のメンタルヘルスの保持・増進を図
るため、職場研修支援事業を行っています。このたび、手軽にご利用いただける
「 ラーニングシステム」の提供を始めました。
職場研修や、安全衛生委員会等において、積極的にご活用ください。

公立学校共済組合 大阪支部組合員のための
大阪メンタルヘルス総合センター（ ）

お問い
合わせ 月～金 ９時～１７時１５分

伊丹市車塚 －１
公立学校共済組合 近畿中央病院

こころ はなやぐ

ご予約受付中！
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3歳未満の子を養育している皆さまへ 年金 担当
☎06-6941-2864

　３歳未満の子を養育している方は、年金算定に用いる標準報酬月額について
養育特例の申出をすることができます。

　３歳未満の子を養育する方は、生活環境の変化から、育児部分休業や引越しによる通勤手当の減少等により標
準報酬月額が低くなることがあります。年金額は平均給与額と加入していた期間により決まるため、標準報酬月
額が低くなると、納付する掛金額は低くなりますが、将来受け取る年金額も減少してしまいます。
　しかし、本人からの申出により、子が３歳になるまでの間、実際の掛金額が出産時から減少しても、年金の算
定基礎となる標準報酬月額のみを出産時の標準報酬月額とし、将来受け取る年金額の減少を避けることができま
す。これを養育特例といいます。扶養親族（被扶養者）であるかは問いませんので、夫婦ともに組合員の場合は
2人とも申出することができます。

≪イメージ図≫

【提出書類】
　・「３歳未満の子を養育する旨の申出書」（※）
　・世帯全員の住民票（子が組合員の被扶養者でない場合）【注】

　・子の戸籍抄本又は戸籍謄本（子が組合員の被扶養者でなく、かつ組合員が世帯主でない場合）【注】

　・特例開始日前後の出勤簿の写し（府費負担教職員でない場合は必須。就業週報・月報等の写しで可）

【提出期限】
　特例を受けることのできるときから２年以内
　（２年を過ぎて申出した場合、申出日から２年間のみ遡及して適用できます。）

【注】 住民票、戸籍抄本又は戸籍謄本については、提出日から遡って90日以内に交付されたもの。（コピー不可）
　　　育児休業から復職された方は、復職日以降に交付されたものが必要です。
　　　「申出書」にマイナンバーを記入された場合、住民票の添付を省略することができます。

（１）掛金が減ったけど、将来受け取る年金も減っちゃうの？

（２）提出書類及び提出期限について

（３）Q&A

Q1 育児休業等を取得していますが、申出はいつ行えばいいですか？

A2 　育児休業や産前産後休業を取得している間は掛金免除の対象期間であるため、特例の適用を受けられません。
復職後に申出を行ってください。

Q2 育児休業を終了した後に育児短時間勤務や部分休業を取得しない予定ですが、申出できますか？

A2 　職場復帰後の勤務形態についての条件はありませんので、申出を行うことができます。ただし
対象期間の各月の標準報酬が「子の出生前の標準報酬」を下回る月があるときのみ適用されます。

掛金の算定基礎

年金の算定基礎

産休・育休 育児短時間勤務等

出産 育休等終了時改定等

（免除） 30万円 26万円

30万円30万円
26万円

掛金の算定基礎

年金の算定基礎

産休・育休 育児短時間勤務等

出産 育休等終了時改定等

（免除） 30万円 26万円

30万円30万円

養育特例

30万円

様式集　　　長期給付関係（年金）の様式HP 公立学校共済組合 大阪支部 検索

（※）　様式については、公立学校共済組合大阪支部のホームページより最新のものをご使用ください。
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毎年届く「給付算定基礎額残高通知書」ってなあに？ 年金 担当
☎06-6941-2864

　ご存知ですか？平成27年10月の年金制度一元化において、新しく創設された公務員独自の年金制度、それが
「退職等年金給付（年金払い退職給付）」です。月々の給料から差し引いた保険料を将来の給付の原資として積み
立てていく「積立方式」を取っています。（厚生年金・国民年金等は世代間扶養である「賦課方式」）
　退職時まで積み立てた給付算定基礎額の半分は有期年金、半分は終身年金として、原則、退職後の65歳から
支給されます。有期年金は10年、20年、又は一時金のいずれかを選択して受給します。
　この給付算定基礎額の積立状況についてお知らせするのが毎年７月末頃にご自宅に届く「年金払い退職給付の
給付算定基礎額残高通知書」です。

　お送りしている通知書に示されている積立額（給付算定基礎額等合計）は前年度末時点のものなので、将来の
年金額を厳密に計算することはできませんが、現時点での年金額の参考にしてください。

　退職等年金給付の年金額は、「⑨給付算定基礎額等合計」 を原資として決定されます。

公的年金制度の概要はこちらから→ 年金加入記録や年金見込み額を
知りたい場合はこちらから　→

他の公務員共済から転入された直後の年は、正しく表示
されない場合があります。次回には正しい表示がご確認
いただけます。

●10年又は20年で受給する場合（年額）
　 給付算定基礎額残高×1/2（※1）÷有期年金原価率（※2）
●一時金で受給する場合
　給付算定基礎額残高×1/2（※1）

● 給付算定基礎額残高×1/2（※1）÷終身年金原価率（※3）

※１　組合員期間が10年未満の場合は1/4になります。
※２　毎年10月に改定されます。
　　　（参考）R2.10 ～ R3.9の率　65歳時点
　　　 10年選択…10.000000、20年選択…20.000000
※3　毎年10月に改定されます。
　　　（参考）R2.10 ～ R3.9の率　65歳時点
　　　23.033747

有期年金

終身年金

★★
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退職予定の方に１万円分の施設利用券をプレゼント！！

使わなきゃ！ 大阪支部組合員みなさまの宿泊施設です♪

健康・福祉 担当
☎06-6941-3991

健康・福祉 担当
☎06-6941-3991

　対象の方にホテルアウィーナ大阪又は花のいえで利用できる施設利用券１万円分を贈呈します！
　今年度ご退職予定の方は、令和５年３月中までにご申請ください♪
　現職中（再任用フルタイム含む、任意継続組合員除く）に
　下記施設をご利用いただく場合は、施設利用券のご利用に加えて、
　宿泊利用補助や会食利用補助等の各種補助もご利用いただけます！

　大阪上本町にある「ホテルアウィーナ大阪」、京都嵐山にある「花のいえ」は、大阪支部が運営 
しており、支部組合員の方は組合員料金と各種利用補助により大変お得にご利用いただけます！
　ご家族や同僚とのリフレッシュや息抜き、記念日にぜひご活用ください♪もちろんおひとり様も大歓迎です。
個室のご利用等、新型コロナウイルス感染症対策万全でお待ちしております。

会食利用の場合　・組合員本人及び３親等以内の親族（被扶養者でなくてもOK）
　　　　　　　　　・1人5,000円以上の会食で1人につき2,000円補助！
　　　　　　　　　・会食利用補助申請書を利用日当日会食前にフロントに提出するだけ！

宿泊利用の場合　・組合員本人及び被扶養者（小学生以上）
　　　　　　　　　・１泊につき、組合員本人は4,000円、被扶養者は3,300円補助！　
　　　　　　　　　　※月に1人３回（泊）まで可能
　　　　　　　　　・組合員証、被扶養者証を利用日当日にフロントに提示するだけ！

★各種補助の詳細は「厚生事業のしおり」、当支部HPをご覧ください↑

利用補助の例

受 　 給
対 象 者

当該年度内に退職予定の組合員であって、以下の条件を満たす方
　１．公立学校共済組合加入期間が通算25年以上であること
　２．申請時点で大阪支部の組合員資格を有すること
※過去に結婚25周年・永年勤続（単身者）記念事業の施設利用券の交付を受けた方は除く。

申 請 方 法
〇長期組合員退職記念施設利用券交付申請書（※）
〇組合員証（コピー可）＝健康保険証
△返信用切手（414円）＜郵送申請の場合のみ＞

申 請 期 間
退職（資格喪失）予定の年度中
　退職年度時に公立学校共済組合加入期間が通算25年未満の場合又は大阪支部の組合員資
格を有していない場合等であっても、その後、再任用等で組合員資格を再取得し、上記１及
び２の条件を満たした場合は申請可能

贈 呈 品
施設利用券10,000円分（5,000円×2枚）
　・ホテルアウィーナ大阪又は花のいえで利用可能
　・有効期間は、発行日から1年間 

※申請書については、「令和4年度 厚生事業のしおり」P58または当支部HPに掲載しています。

花のいえ アウィーナ大阪

～施設利用券をお持ちの方は下記利用補助とあわせてお使いできます～～施設利用券をお持ちの方は下記利用補助とあわせてお使いできます～
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被扶養者へ特定健診「受診券」を必ずお渡しください！ 健康・福祉 担当
☎06-6941-3991

7月中旬より各所属所の組合員あてに 
被扶養者※の方の特定健康診査「受診券」
を送付しています！
＊ 令和４年４月１日に被扶養者であり、年度末年齢が40歳～ 75歳の方
（75歳を迎える前日まで受診可）

【受診券の有効期限　令和５年３月31日】 （延長不可）

特定健診に関する詳細は右記当支部
ホームページまたは受診券に同封 
している案内文をご確認ください。

HP 【公立学校共済組合　大阪支部】 で検索

手続きナビ→特定健康診査 ・特定保健指導の手続き

＜お問い合わせ先＞

公立学校共済組合大阪支部　健康福祉グループ

ご家族の健康を

守るために

在職中から積立てを開始して、将来の公的年金を補完
するための年金制度です。

病気・ケガによる入院等に対応した「医療入院コース」と、日常的なケガ
や交通事故、法律上の賠償責任も補償する「日常事故補償コース」の２つ
からなる制度です。

国・公・私立学校教職員のための アイリスプランは、
国・公・私立学校教職員のため
の経済生活支援事業です。

事業主団体：一般財団法人　教職員生涯福祉財団
制度内容等詳細についてはパンフレットをご確認ください。

募集期間（資料請求受付期間）は、例年９月中旬～１１月初旬にかけてです。
詳細は９月中旬に職場で配布されるリーフレットをご覧ください。

年金コース

毎月2,000円（２口）から積立を手軽に
始められ、毎年1回、口数を自由に変更できます。

予定利率は年1.25%
（令和3年4月1日現在）です。
※予定利率は今後変更となる可能性があります。

内容が見てすぐ分かる
動画があります！！ 医療・日常事故コース

Point 2

医療入院コースがリニューアル！日帰り入院から保障対象となり、
さらに安心。満90歳まで契約更新できます。

Point 3

Point 1

Point 2

Point 3

Point 1

日常事故補償コースは、個人賠償※を最高1億円まで補償！
※自動車事故および職務遂行に起因する損害賠償は対象となりません。

「自転車保険」としても
ご利用いただけます
「自転車保険」としても
ご利用いただけます

どちらのコースも　
退職後もご利用いただけます。

（　　　　　　　　　　　　）財団のホームページからも
ご覧頂けます

「個年型」（個人年金保険料控除の対象）
「一般型」（一般生命保険料控除の対象）
両方加入も可能です。

があり、

動画でも説明しています
※税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。

承21－企－07（2104）
MY－A－20－LF－008504

A
5
用

パート先等で健康診断を受診し、健診結果の写し・質問票・受診券を
ご返送いただいた方には、クオカード（1000円）をお送りします！

（詳細は受診券同封の案内文（P3）に記載しています。）
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教育貸付の対象となる教育機関の範囲が拡大しました！

貸付関連スケジュール

貸付 担当
☎06-6941-2865

貸付 担当
☎06-6941-2865

　かねてより要望のあった「私立の小・中学校に子を通わせたいので、学費等の貸付を
受けたい」といった組合員の皆さまの声にお応えし、令和4年7月1日から、教育貸付
の対象となる学校の範囲が小・中学校等まで拡大されました。

10月下旬 11月１日～ 30日 １月中旬

住宅貸付の「年末残高等
証明書」送付

一部繰上償還申出受付
（毎年５月・11月受付）

住宅貸付の「年末残高等
証明書」送付

貸付２年目以降の証明書
（年末調整用）

申出用紙や申出方法等は支部 
ホームページをご覧ください。

令和４年１月～ 12月貸付の
証明書（確定申告用）

※ 　住宅貸付の「年末残高等証明書」は、一定の要件を満たす住宅貸付をご利用中の方に、所属所経由で送付します。（年末調整、確定申
告については税務署にお尋ねください。）

こんな時ガイド「資金を必要とするとき」HP 公立学校共済組合 大阪支部 検索

貸付申込については、大阪支部のホームページをご覧ください。
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検 索

〒６１６‐８３８２ 京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町９番地 

ＴＥＬ：０７５‐８６１‐１５４５（受付時間：９時～２１時）

・阪急「嵐山」から徒歩 12 分   ・ＪＲ「嵯峨嵐山」から徒歩 7 分 

・京福「嵐電嵯峨」から徒歩 5 分 ・京都バス「角倉町」下車すぐ

京 都 嵐 山

公立学校共済組合嵐山保養所

✄
キ
リ
ト
リ
セ
ン

〒

宿泊利用者限定『ご当地Ｑｕｏカード（５００円分）』引換券 
★下記の優待期間中に、ご宿泊１泊２食付きで ５,０００円（税・サ込）以上のお夕食を 

お召し上がりの大人の方おひとりにつき１枚進呈いたします。 

【優待期間】 令和４年８月２５日～９月３０日・１２月１１日～１２月２０日

※ただし、土曜日・祝前日のご宿泊は除きます。

ご 住 所  

月  日

（ふりがな）

年    月    日

お 名 前  

お電話番号  
   人

生年月日 

※必要事項をご記入のうえ、チェックインの際に係へお渡しください。 ※当施設ではＱｕｏカードをご使用いただけません。

※当施設が実施するその他の優待や割引券等との併用はできません。 ※カードのデザインは変更される場合があります。 

＜個人情報の取り扱い＞ 当施設がお客様に企画商品等のご案内をさせていただくため以外には使用いたしません。

［共済おおさか・04-08］ 

木の湯

お夕食は、蟹・鰤・甘鯛・冬野菜などを使った「冬の

会席コース」のほかに「てっちりコース」(写真・右) も

お選びいただけます。

■ お一人様１泊につき宿泊税を別途２００円お預かりします。

■ 土曜日・祝前日の料金は、１,２１０円増しとなります。

■ ２名様以上でご予約をお願いいたします。

■ 写真はすべてイメージです。(メニューは変更する場合があります。)

■ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取り組みを実施

しております。［検温・手指の消毒等にご協力いただいております。］

■ 12 月 1 日ご宿泊分から朝食料金を改定させていただきます。

秋も 冬も 公立学校共済組合大阪支部組合員様は

宿泊利用補助＋会食利用補助で おトクにお泊まりいただけます！

宿泊利用補助対象

冬の華やぎプラン（１２～２月）

ご当地食材の京豚や栗・ 

松茸などの旬素材を使っ 

た「秋の会席コース」の 

お夕食をお部屋にご用意 

いたします。 

ご朝食は、四方を庭園で 

囲まれた「ごてんの間」 

にてご用意いたします。 

〈全プラン共通〉 

会食利用補助対象

石の湯準天然光明石温泉 (人工温泉)

秋の華やぎプラン（９～１１月）

１泊２食付き・お一人様 １７,３００円
（サービス料・消費税込み）

大阪支部組合員ご本人の場合 

各種補助相当額をお引きして ・・・ １１１１,,３３００００ 円円

大阪支部組合員ご本人の場合 

各種補助相当額をお引きして ・・・ １１１１,,６６００００円円

１泊２食付き・お一人様 １７,６００円
（サービス料・消費税込み）
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